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令和６年度改定事項について
今年度は、介護保険制度改正により運営基準や介護報酬改定がありましたの
で、改定事項に係る資料を掲載します。
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　　※本資料は、厚生労働省作成の資料「令和６年度介護報酬改定における
改定事項について」及び関連する解釈通知や留意事項通知等を抜粋して
編集しています。



１　全サービス共通
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①　人員配置基準における両立支援への配慮

＜参考＞厚生労働省ホームページ＿治療と仕事の両立ガイドライン

https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/fuideline/
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②　管理者の責務及び兼務範囲の明確化等

＜解釈通知【第3_一_2(2)③】＞
　同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に
従事する場合であって、当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事す
る時間帯も、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者へのサービス提
供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及び業務の一元的な管理・指揮
命令に支障が生じないときに、当該他の事業所、施設等の管理者又は従事者としての職務に
従事する場合（この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理す
べき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設に
おいて入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合（施設
における勤務時間が極めて限られている場合を除く。）、事故発生時等の緊急時
において管理者自身が速やかに当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
事業所又は利用者へのサービス提供の現場に駆け付けることができない体制と
なっている場合などは、管理業務に支障があると考えられる。）
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③　いわゆるローカルルールについて

＜令和6年度介護報酬改定に関するＱ&Ａ Vol.１）（令和６年３月15日）＞
○人員配置基準等に関するいわゆるローカルルール

問183 人員配置基準等に関するいわゆるローカルルールについて、どのような取扱いとするべきか。

（答）
・介護保険法上、介護事業所・施設等が介護保険サービスを提供するためには、自治体が条例で定めた基
準を満たすものとして、都道府県等からの指定を受ける必要がある。自治体が条例を制定・運用するに当
たっては、①従うべき基準、②標準、③参酌すべき基準に分けて定められる国の基準（省令）を踏まえる必要
がある。
・このうち人員配置基準等については、①従うべき基準に分類されている。したがって、自治体は、厚生労働省
令で定められている人員配置基準等に従う範囲内で、地域の実情に応じた条例の制定や運用が可能であ
る一方、こうしたいわ ゆるローカルルールについては、あくまでも厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情
に応じた内容とする必要がある。
・そのため、いわゆるローカルルールの運用に当たり、自治体は、事業者から説明を求められた場合には、当
該地域における当該ルールの必要性を説明できるようにする必要がある。
・また、いわゆるローカルルールの中でも特に、管理者の兼務について、個別の事業所の実態を踏まえず一律
に認めないとする取扱いは適切でない。
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④　「書面掲示」規制の見直し

＜解釈通知【第3_一_4(25)①】＞
ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システムのことをいう。な
お、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、重要事項の掲示及びウェブサイトへ
の掲載を行うにあたり、次に掲げる点に留意する必要がある。

　　　イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用
者又はその家族に対して見やすい場所のことであること。

　　　ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務体制については、職種ごと、常
勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨であり、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
従業者の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。

　　　ハ 介護保険法施行規則第140条の44各号に掲げる基準に該当する指定定期巡回・随
時対応型訪問介護看護事業者については、介護サービス情報制度における報告義務
の対象ではないことから、基準省令第３条の32第３項の規定によるウェブサイトへの掲
載は行うことが望ましいこと。なお、ウェブサイトへの掲載を行わない場合も、同条第１項
の規定による掲示は行う必要があるが、これを同条第２項や基準省令第183条第１項
の規定による措置に代えることができること。



２　サービス別改定事項
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①　総合マネジメント体制強化加算の見直し _1
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①　総合マネジメント体制強化加算の見直し _2
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①　総合マネジメント体制強化加算の見直し _3

令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ Vol.１
問146　総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）において「地域住民等との連携により、地
域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること」とされているが、
具体的な取組内容や取組頻度についてどのように考えればよいか。

（答）
• 具体的な取組内容については、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に

関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基
準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成18 年３月31 日老計発第
0331005 号、老振発第0331005 号、老老発第0331018号厚生労働省老健局計画課
長、振興課長、老人保健課長通知）第２の５(12)において、「地域資源を効果的に活
用し、利用者の状態に応じた支援を行うための取組」の例をお示ししている。

•  ただし、 定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所、（看護）小規模多機能型居宅介護
事業所が、事業所の所在する地域において、一定の理解・評価を得て、地域の中で核
となり、地域資源を効果的に活用し利用者を支援する取組は、地域の実情に応じて、
様々なものが考えられるため、当該通知に例示する以外の取組も該当し得る。

•  また、 「地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行うための取組」
については、一定の頻度を定めて行う性格のものではなく、利用者が住み慣れた地域
において生活を継続するために、利用者一人一人にとってどのような支援が必要かと
いうことについて、地域住民等と連携した上で、常に問題意識をもって取り組まれて
いれば、当該要件を満たすものである。

総合マネジメント体制強化加算については、このほかにも複数
のQ&Aが発出されていますので、ご確認ください。



14

②　訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し
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③ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入 _1
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③ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入 _2

＜留意事項通知【第2_２の(６)】＞
　業務継続計画未策定減算については、指定地域密着型サービス基準
第３条の30の２第１項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、
その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は
当該月）から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事
業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。
　なお、経過措置として、令和７年３月31日までの間、当該減算は適用し
ないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。
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④　高齢者虐待防止の推進 _1
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④　高齢者虐待防止の推進 _2

＜留意事項通知【第2_２の(5)】＞
　高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発
生した場合ではなく、地域密着型サービス基準第３条の38の２に規定する措置を
講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。具
体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催して
いない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のため
の年１回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施す
るための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村
長に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を市町
村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの
間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。　



19

⑤　身体拘束等の適正化の推進

＜解釈通知【第3_一_２(15)⑤】＞
　緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要件を満たすことについて、組織等と
してこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくこと。
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⑥　訪問系サービスにおける
認知症専門ケア加算の見直し
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⑦　訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける
口腔管理に係る連携の強化
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⑧　介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善
加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化 _1

（注）令和６年度末までの経過措置期間を設け、経過期間中は現行３加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改
定による加算率の引上げを受けことができるようにするなどの激変緩和措置を講じる。
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⑧　介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善
加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化 _2
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⑨　テレワークの取扱い
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⑩　訪問看護等における24時間対応体制の充実 _1
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⑩　訪問看護等における24時間対応体制の充実 _2

＜留意事項通知【第2_２の(11)】＞
⑤ 緊急時訪問看護加算（Ⅰ）は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における24時間連絡できる体制を
充実するため、看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていることを評価するもので
ある。緊急時訪問看護加算（Ⅰ）を算定する場合は、次に掲げる項目のうち、次のア又はイを含むいずれか２項目以
上を満たす必要があること。

ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が２連続（２回）まで
ウ 夜間対応後の暦日の休日確保
エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
オ ＩＣＴ、ＡＩ、ＩｏＴ等の活用による業務負担軽減
カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保

⑥ ⑤の夜間対応とは、夜間（午後６時から午後10時まで）、深夜（午後10時から午前６時まで）、早朝（午前６時か
ら午前８時まで）において計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問看護サービスや、利用者や家族等から
の電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合とし、単に勤務時間割表等において夜間の対応が割り振られて
いるが夜間対応がなかった場合等は該当しない。また、翌日とは、夜間対応の終了時刻を含む日をいう。

⑦ ⑤のイの「夜間対応に係る連続勤務が２連続（２回）まで」は、夜間対応の始業時刻から終業時刻までの一連の
対応を１回として考える。なお、専ら夜間対応に従事する者は含まないものとする。また、夜間対応と次の夜間対応と
の間に暦日の休日を挟んだ場合は、休日前までの連続して行う夜間対応の回数を数えることとするが、暦日の休日
中に夜間対応が発生した場合には当該対応を１回と数えることとし、暦日の休日前までの夜間対応と合算して夜間
対応の連続回数を数えること。
エの「夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」は、単に従業者の希望に応じた夜間対応の調整をする場合
等は該当しない。
オの「ＩＣＴ、ＡＩ、ＩｏＴ等の活用による業務負担軽減」は、例えば、看護記録の音声入力、情報通信機器を用いた利用
者の自宅等での電子カルテの入力、医療情報連携ネットワーク等のＩＣＴを用いた関係機関との利用者情報の共有、
ＩＣＴやＡＩを活用した業務管理や職員間の情報共有等であって、業務負担軽減に資するものが想定される。なお、単
に電子カルテ等を用いていることは該当しない。
カの「電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」は、例えば、利用者又はその家族等から
の看護に関する連絡相談を担当する者からの対応方法等に係る相談を受けられる体制等が挙げられる。
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⑪　退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化
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⑫　随時対応サービスの集約化できる範囲の見直し

＜解釈通知【第3_一_２(22)④】＞
基準第３条の30第３項は、随時対応サービスに限り、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所の間での一体的実施ができることとしたものである。この場合において、一体
的実施ができる範囲について市町村・都道府県を越えることを妨げるものではなく、随時対応
サービスが単なる通報受け付けサービスではないことを踏まえ、それぞれの事業所における利
用者情報（提供されている具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況や家族の状況等）、
事業所周辺の医療機関の情報、随時の気象状況や道路状況等、当該事業所が随時対応サー
ビスを行うために必要な情報が随時把握されており、かつ、平均的な随時対応件数を踏まえて
適切な体制が確実に確保されており、利用者の心身の状況に応じて必要な対応を行うことが
できる場合に認められるものであること。　
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⑬　定期巡回・随時対応型訪問介護看護の
基本報酬の見直し _1
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⑬　定期巡回・随時対応型訪問介護看護の
基本報酬の見直し _2

＜報酬基準【別表_１ハ_注４】＞
４　ハについては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護
　従業者が、利用者に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（夜間にのみ行うものに限る。）を
　行った場合に、次に掲げる区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。

　(1)　基本夜間訪問サービス費
　利用者に対して、オペレーター（指定地域密着型サービス基準第3条の4第1号に規定するオペレ
ターをいう。）に通報できる端末機器を配布し、利用者からの通報を受けることができる体制を整
備している場合

　(2)　定期巡回サービス費
　利用者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護事業所の訪問介護職員等（指定地域密着型
サービス基準第3条の3第1号に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。）を行った場合。

　(3)　随時訪問サービス費（Ⅰ）
　利用者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護事業所の訪問介護員等が、随時訪問サービ
ス（指定地域密着型サービス基準第3条の3第3号に規定する随時訪問サービスをいう。以下同
じ。）を行った場合

　(4)　随時訪問サービス費（Ⅱ）
　次のいずれかに該当する場合において、1人の利用者に対して２人の指定定期巡回・随時対応型
訪問介護事業所の訪問介護職員等により随時訪問サービスを行うことについて利用者又はその家族
等の同意を得て、随時訪問サービスを行った場合
(一)　利用者の新t内的理由により1人の訪問介護職員等による介護が困難と認められる場合
(二)　暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
(三)　長期間にわたり定期巡回サービス又は随時訪問サービスを提供していない利用者からの通報
　　　を受けて、随時訪問サービスを行う場合
(四)　その他利用者の状況等から判断して、(一)から(三)までのいずれかに準ずると認められる場
　　　合
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⑬　定期巡回・随時対応型訪問介護看護の
基本報酬の見直し _3

＜留意事項通知【第2_２(4)定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ）の取扱い】＞
① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ）は、基本夜間訪問サービス、定期巡回サービス及び随

時訪問サービスを一括して提供しなければならないものであるが、利用者はケアコール端末（指定
地域密着型サービス基準第３条の６第３項に規定する利用者が援助を必要とする状態になったとき
に適切にオペレーターに通報できる端末機器をいう。）を有していることが条件となる。したがっ
て、ケアコール端末を持たず、定期巡回サービスのみの利用であれば、定期巡回・随時対応型訪問
介護看護費（Ⅲ）に含まれず、通常の指定訪問介護を利用していることとなる。

② 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ）を提供する時間帯は各事業所において設定することと
なるが、夜間におけるサービス提供という性格を踏まえ、22時から６時までの間は最低限含むもの
とする。なお、８時から18時までの時間帯を含むことは認められないものであり、この間の時間帯
については、必要に応じて指定訪問介護を利用することとなる。

③ 定期巡回サービスの提供回数については、特に要件は設けておらず、事業者と利用者との間で取り
決められるものである。

④ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅲ）は、随時対応サービス（指定地域密着型サービス基準
第３条の３第１項第２号に規定する随時対応サービスをいう。）に相当する部分のみを基本夜間訪
問サービス費として１月当たりの定額とする一方、定期巡回サービス又は随時訪問サービスについ
ては出来高としたものである。基本夜間訪問サービス費については、定期巡回・随時対応型訪問介
護看護費（Ⅲ）を利用する者すべてについて、定期巡回サービス又は随時訪問サービスの利用の有
無を問わず算定することができる。また、定期巡回サービス費及び随時訪問サービス費については、
サービス提供の時間帯、１回当たりの時間の長短、具体的なサービスの内容等にかかわらず、１回
の訪問ごとに所定の単位数を算定することとなる。

⑤ ２人の訪問介護員等による随時訪問サービスについて、随時訪問サービス（Ⅱ）が算定される場合
のうち、注４(４)の（一）の場合としては、体重が重い利用者に排せつ介助等の重介護を内容とす
る訪問介護を提供する場合等が該当し、注４(４)の（三）の場合としては、利用者の心身の状況等
により異なるが、１つの目安としては１月以上定期巡回サービス又は随時訪問サービスを提供して
いない者からの通報を受けて随時訪問サービスを行う場合が該当するものであること。したがって、
単に安全確保のために２人の訪問介護員等によるサービス提供を行った場合は、利用者側の希望に
より利用者や家族の同意を得て行った場合を除き随時訪問サービス費（Ⅱ）は算定されない。
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⑭　特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山
間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化

※伊勢市内に該当地域はありません。
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⑮　特別地域加算の対象地域の見直し

※伊勢市内に該当地域はありません。


